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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

企業価値を継続的に向上させるために、経営陣の説明責任を明確にし、株主をはじめとするすべてのステークホルダーに向けた適時適切な情

報開示を行うこと、さらに、内部統制システムの整備により、業務の適正と経営の透明性を維持することが重要であると考えている。当社は、コー
ポレートガバナンス・コードの各原則を踏まえて、コーポレートガバナンスの一層の充実を図っていく。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１-２④．議決権電子行使プラットフォームの利用】

現時点では、議決権電子行使プラットフォームを導入する予定はないが、株主構成等の状況を勘案しながら、導入の要否について継続して検討を
行う。また、株主が議案の検討期間を十分に取ることができるよう、招集通知の早期発送を行うとともに、当社ウェブサイトでの日本文及び英文の
招集通知の早期開示を行う。

【補充原則４-１③．最高経営責任者等の後継者計画】

当社は、次期最高経営責任者の指名にあたっては、自動車業界への深い造詣、経営者としての、変革力、実行力等の能力を有する人物を選定す
る方針としている。候補者については、最高経営責任者が選定し、取締役会の諮問を受けた指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役会で審議
の上、決定している。

【原則４-１１．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社取締役会は、海外での業務経験を含む担当領域における専門的知見と経営者としての経験を有する社内取締役４名、及び異業種において
経営幹部として豊富な知見と経験を有する独立社外取締役２名の計６名で構成されており、多様性、適正規模を両立した形となっていると考えて
いる。ジェンダーの面を含む多様性の確保については今後の検討課題と考えている。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１-４．政策保有株式】

政策保有株式として上場株式を保有していない。

【原則１-７．関連当事者間の取引】

当社と取締役との利益相反取引については、会社法の定める手続きを遵守する。

親会社との自動車の取引価格については、総原価を勘案して交渉のうえ決定している。また、交渉の経緯と内容について、社外役員で構成される
取引モニタリング委員会が取締役会の諮問に応じて審議を行い、取締役会に答申の上、取締役会で確認している。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金の積立金の個別の運用を複数の運用機関に一任しており、その運用状況について、経理部門がモニタリングする体制を採って
いる。また、人事労務及び経理財務の責任者と労働組合の代表者をメンバーとする企業年金運営管理委員会を設置しており、運用状況のモニタ
リング結果の報告を受け、アセットミックスの妥当性、資産運用等の確認や運用委託機関の評価などを定期的に行うことにより、年金受益者と会
社との間に利益相反が生じないよう努めるとともに年金資産運用の健全性確保に努めている。さらに、この体制を適切に機能させるため、必要な
経験や資質を備えた人材を配置し、育成するよう努めている。

【原則３-１．情報開示の充実】

（i）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社ホームページの「ビジョン／経営方針」（http://www.nissan-shatai.co.jp/COMPANY/PHILOSOPHY/index.html） 及び「中期経営計画」

（http://www.nissan-shatai.co.jp/IR/MANAGEMENT/PLAN/index.html）に記載の通り。

（ii）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書の「1.1 基本的な考え方」及び当社IRホームページの「コーポレートガバナンス・コードへの取り組み」（http://www.nissan-

shatai.co.jp/IR/GOVERNANCE/CODE/index.html）に記載の通り。

（iii）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては、 本報告書の「2.1【取締役報酬関係】」に記載の通り。

経営陣幹部の報酬の決定については、取締役と同様に、１年ごとに会社の業績、本人の成果を考慮し、決定している。

（iv）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役会において重要なことは、出席する取締役及び監査役がその経験、知識、専門性等により様々な観点から意見を出し合い、付議事項の実
現性、妥当性やリスク等を客観的、多面的に論議・決定し、その執行状況を適時・適切に監督・監査することであると考えている。これを可能とする

ため、指名・報酬委員会の答申に基づき適切な候補者を指名し、株主総会に提案する。



経営陣幹部については、当社事業及び取り巻く環境について深く理解し、取締役会が決定した事項を、組織のリーダーとして、適切かつ速やかに
遂行する能力や経験を有する者を選任する。経営陣幹部の解任については、組織のリーダーとして不正または不当な行為があった場合、または
組織のリーダーとして適格性がないと認められる場合は解任することとしている。

（v）取締役会が上記（iv）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

取締役・監査役候補は、上記3-1(iv)を踏まえて指名し、個々の指名についての説明は、「株主総会参考書類」に記載する。

経営陣幹部は、上記3-1(iv)を踏まえて選解任する。

【補充原則４-１①．取締役会による経営陣に対する委任の範囲の概要】

法令上の取締役会の専決事項及び取締役会規則に定める重要な業務執行については、取締役会で決定する。それ以外の事項については、社
内規則（権限基準）において、意思決定を行う権限を有する者と意思決定プロセスを明確に定め、意思決定の透明性を高めるとともに業務執行の
効率化を図る。

【原則４-９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、審議・検討の上、候補者を指名し、株主総会に提案する。

【補充原則４‐１１①．取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続き】

「3-1(iv)　 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」に記載の通り。

【補充原則４-１１②．取締役・監査役の兼任状況】

取締役・監査役の兼任状況については、「事業報告」に記載する。

【補充原則４-１１③．取締役会全体の実効性についての取締役会の分析・評価】

当社の取締役会は、2019年度の取締役会の実効性に関する分析・自己評価を実施した。その結果の概要等は以下の通り。

１．評価の方法

　取締役会の実効性に関する質問票を全取締役・全監査役に配付し、全員から得た回答の内容について全取締役・全監査役で確認・議論した。
まず、第三者機関が作成した質問を行い、回答内容を当該第三者機関が分析した結果と課題を踏まえ、社外役員と監査役のみによる議論・評価
も行った上で、全取締役・監査役で実効性についての自己評価と分析を行った。さらに、実効性の向上に向けた取り組みについても確認した。

（主な質問項目）

(1)取締役会の目的及び役割　(2)取締役会の運営及び実効性　(3)取締役会の構成

(4)ステークホルダーとの関係　(5)取締役のトレーニング

２．評価結果の概要

　当社取締役会の総合的な評価としては、取締役会の実効性が確保されているものと判断した。その概要は以下の通り。

・経営上重要な意思決定や業務執行の監督機能を発揮するために、規模・構成・運営状況等において適切な体制が構築されている。

・多様な経験や専門性をもつ社外役員を含む取締役会構成員は、自身が果たすべき役割を十分に理解し、取締役会において活発に意見を述べ、
審議・意思決定を行っており、効果的に運用されている。

３．実効性向上に向けた取り組み

　当社取締役会は、従来より、会社の持続的成長における取締役会の実効性及びコーポレートガバナンスの重要性を認識して改善を進めている
が、2019年5月に社外役員4名で構成されるガバナンス検討委員会を設置し、当社にとって最適なコーポレートガバナンスの仕組みや留意すべき
事項を検討した。

　この検討の結果、当社においては、現在の監査役会設置会社から指名委員会等設置会社あるいは監査等委員会設置会社に移行することが必
要であると判断する特段の事情はなく、任意の委員会の活用が有効であるとの結論に至った。

　このガバナンス検討委員会の検討結果を踏まえ、現在の監査役会設置会社の体制を維持しつつ、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・
強化を図ることを目的に、2020年1月28日の取締役会において、以下の二つの委員会の設置を決議し、同日設置した。

1)　指名・報酬委員会：取締役及び監査役の指名及び取締役の報酬についての意思決定に関する手続きの透明性と客観性を高めるため

2)　取引モニタリング委員会：当社と関連当事者との一定の重要な取引についての意思決定に関する手続きの透明性と客観性を高めるため

今後、これらの委員会の実効的な運営を図り、また、今回の評価結果を踏まえて取締役会の実効性の更なる向上を目指して改善を図る。

（完成検査に係る不適切な取り扱いについて）

当社は、2017年及び2018年に当社及びグループ会社の車両製造工場で発覚した完成検査に係る不適切な取扱いについて、外部専門家に原因
究明と再発防止策の検討を委託し、その結果も踏まえて再発防止策９３項目をとりまとめ、2年半に亘って活動を進めてきた。これらの再発防止策
の内容と進捗について、取締役会で適時に報告を行うとともに議論を重ね、2017年11月以降四半期ごとに進捗状況を当社ホームページにおいて
公表してきたが、策定した９３項目の再発防止策全てについて本年４月に計画通りその実施を完了した。今後も、取締役会の監督の下、再発防止
策の確実な実施を進めていく。

【補充原則４-１４②．取締役・監査役に対するトレーニング方針】

取締役・監査役の就任時に、会社及び事業の概要、経営・財務戦略等の基本的な情報を説明・共有し、就任後も、適宜それらの情報を更新する
場を設ける。また、それ以外にも、取締役・監査役に必要と思われるコーポレートガバナンス、財務会計、法令等に関する情報について、適宜社内
外の研修の場を提供する。

【原則５-１．株主との建設的な対話に関する方針】

IRホームページや株主総会等の場を通じて、業績、事業内容、経営方針などをわかりやすく説明する。株主との対話については、担当執行役員が
統括し、社長、取締役、関係部署と共に検討を行った上で適切に対応する。また、株主の意見や対話の内容については、必要に応じて取締役会
や執行役員会議等にフィードバックする。

株主との対話に際してのインサイダー情報の管理については、社内規則「内部者取引防止管理規程」に従って適切に実施する。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】



氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日産自動車株式会社 67,726,898 50.00

ＭＬＩ ＦＯＲ ＣＬＩＥＮＴ ＧＥＮＥＲＡＬ ＯＭＮＩ ＮＯＮ ＣＯＬＬＡＴＥＲＡＬ ＮＯＮ ＴＲＥＡＴＹ－ＰＢ 21,000,000 15.50

ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 11,583,055 8.55

ＥＣＭ ＭＦ 7,182,800 5.30

日産車体取引先持株会 2,842,300 2.10

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,016,000 1.49

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,138,100 0.84

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５１５１ 976,226 0.72

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 840,800 0.62

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 804,900 0.59

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 日産自動車株式会社　（上場：東京）　（コード）　7201

補足説明

「大株主の状況」は、2020年3月31日現在の状況を記載している。

当社は、自己株式21,786,562株を保有しているが、上記の大株主から除いている。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 輸送用機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

親会社との自動車の取引価格については、総原価を勘案して交渉のうえ決定している。また、交渉の内容については、社外役員で構成される取
引モニタリング委員会が取締役会の諮問に応じて審議を行い、取締役会に答申の上、取締役会で確認している。

また、独立役員である社外取締役を2名、社外監査役を1名選任し、少数株主の保護を制度的にも担保している。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

親会社である日産自動車株式会社は、当社議決権の50.01％を所有している。また当社は親会社に対する売上比率が連結で98.4%、単独で99.8％
と高く、当社の業績は親会社の自動車の販売動向に大きく依存する状況にある。

当社は、親会社の経営方針を勘案し、各事業年度の収益や品質等の計画を立案して実行している。親会社との自動車の取引価格については、
総原価を勘案して交渉のうえ決定している。また、交渉の内容については、社外役員で構成される取引モニタリング委員会が取締役会の諮問に
応じて審議を行い、取締役会に答申の上、取締役会で確認している。当社は親会社及びそのグループ企業と緊密な協力関係を保って事業活動を
行っているが、親会社からの一定の独立性が確保されていると考えている。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

市川　誠一郎 他の会社の出身者

今井　雅之 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

市川　誠一郎 ○

市川誠一郎氏はサッポロビール株式会社
の取締役専務執行役員であった。当社と
同社との間に資本関係及び取引関係はな
い。

市川氏は、異業種企業における長年の経験を
通じ、会社経営、コーポレートガバナンスに関
する豊富で幅広い見識を有している。また、東
京証券取引所の定める独立役員要件を満たし
ているため、一般株主と利益相反の生じる恐れ
はないと判断し、独立役員に指定している。

今井　雅之 ○

今井雅之氏は神奈川中央交通株式会社
の取締役常務執行役員である。当社と同
社の間に資本関係はない。当社は、同社
が提供するバス、タクシー、ホテルサービ
スを一般利用者として利用しているが、
2019年度における同社の当社に対する売
上高は、極めて僅少（年間連結売上高比
率1％未満）であり、当社から同社に対す
る売上はない。

今井氏は、異業種企業において企業財務、経
理部門の業務に携わり、同部門の豊富な知
識、及び経営者として幅広い見識を有してい
る。また、東京証券取引所の定める独立役員
要件を満たしているため、一般株主と利益相反
の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定
している。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

・委員会の役割

取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する以下の事項について審議し、取締役会に答申します。

(1) 代表取締役の選定・解職と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

(2) 株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案

(3) 社長（最高経営責任者）の後継者計画

(4) 取締役の報酬等の決定方針

(5) 取締役が受ける個人別の報酬等の内容

(6) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 員数の上限を定めていない

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は会計監査人から監査計画及び監査結果の報告を受け、相互の意見交換をはかり、効率的かつ効果的な監査の実施に努めている。

監査役と内部監査室は必要に応じ情報交換を実施し連携を取っている。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

池田　鉄伸 他の会社の出身者 △ △

井上　泉 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者



h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

池田　鉄伸 　 -
池田氏は、金融機関における長年の経験を通
じ、財務・会計及び会社経営に関する豊富で幅
広い見識を有している。

井上　泉 ○

井上泉氏は株式会社損害保険ジャパン
（現：損害保険ジャパン株式会社）の取締
役常務執行役員であった。当社と同社の
間に資本関係はない。当社と同社の間に
は保険契約取引があるが、2019年度に当
社が同社に支払った保険料の額は僅少
（年間経常収益比率1%未満）であり、当社
から同社に対する売上はない。なお、同氏
は2005年9月まで同社に在籍していたが、
相当期間（10年超）が経過している。また、
当社と同氏が所属していた他の会社との
間に資本関係及び取引関係はない。

井上氏は、損害保険業界等における長年の経
験を通じ、会社経営、事業活動に伴うリスク管
理、コーポレートガバナンスに関する豊富で幅
広い見識を有している。また、東京証券取引所
の定める独立役員要件を満たしているため、一
般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断
し、独立役員に指定している。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

事業年度ごとの成果・責任を明確にするため、取締役報酬の一部を会社の業績及び本人の成果に連動して決定している。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書及び事業報告において、取締役報酬の総額を開示している。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役に対する報酬は、「役割と責任に応じて設定する固定額の基本年俸」と、「当社の主要な業績目標と個人の成果に応じて額が決定さ
れる変動報酬」の２つの金銭報酬から構成されている。ただし、変動報酬は、執行役員を兼務する取締役を対象としたものであり、社外取締役は
対象とせず基本年俸のみを支給している。

監査役の報酬は、監査役の協議により金額を定める基本年俸のみである。

当社の役員の報酬に関する株主総会の決議は、第59回定時株主総会（1982年６月30日）であり、その内容は、取締役の報酬限度額が月額30百
万円、監査役の報酬限度額が月額５百万円である。第59回定時株主総会が終了した時点の取締役の員数は、15名、監査役の員数は、２名であ
る。

当社は、2020年１月28日に取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の「指名・報酬委員会」を設置した。当社
の取締役の報酬制度及び各取締役の報酬の内容については、「指名・報酬委員会」で審議する。取締役報酬は、基本年棒に後述する業績連動報
酬を加算した額としており、「指名・報酬委員会」で審議の上同委員会にて承認された内容にて、取締役会において承認する。

（業績連動報酬について）

当社は現在、当社の主要事業である車両生産に係わる当社及びモノづくり子会社４社、計５社の業績を連結したベースの営業利益、フリーキャッ
シュフロー及び品質、コンプライアンス遵守状況等を指標として業績の社内管理を行っている。

業績連動報酬の算出についてもこれらの数値を用いており、当該項目は「将来にわたる企業基盤の確立の実現」を示す代表指標として選択したも
のである。この他に個人の成果を図る指標として、個々の役割に応じて品質、生産性向上などの目標を設定している。業績連動報酬の額は、執行
役員としての役位ごとに設定されている支給率上限（取締役社長：当事業年度の基本年俸の40％、その他取締役：同30％）に当該目標の達成率
を乗じて支給率を算出し、当事業年度の基本年俸に当事業年度の支給率を乗じて支給額を算定する。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役については秘書室が、また社外監査役については監査役室が定期的に連携を取っている。取締役会資料は事前に配布し、必要に応
じ事前説明を行っている。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

木村昌平 会長
日本自動車車体工業会会長等の
渉外活動

常勤・報酬有り 2020/06/24 2021年6月

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

会長は、任期を定めている。

会長は、当社の業務執行・意思決定には関与しない。

会長の就任については、取締役会で決議している。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、法令に基づく会社の機関として取締役会を設置し、会社の重要な業務執行の決定及び個々の取締役の職務の執行の監督を行ってい
る。また、監査役会を構成する監査役は、取締役の職務の執行を監査している。さらに、意思決定の迅速化・効率化を図るため、取締役会の構成
をスリムなものとし、業務執行については執行役員制度をしいて、明確な形で執行役員及び使用人に権限委譲している。

取締役は6名で、うち2名は社外取締役かつ株式会社東京証券取引所で定める独立役員である。取締役会は原則月1回開催し、重要な経営事項
を決定している。加えて原則週１回開催する執行役員会議において、業務執行に伴う個別具体的な経営課題を協議している。

一方、監査役は3名で、うち社外監査役2名を選出しており、そのうち1名は株式会社東京証券取引所で定める独立役員である。取締役会への出
席等、監査役会が定めた監査方針に従い、取締役の業務執行全般にわたり監査を行っている。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会における活発な議論等を通じて、取締役の業務執行の相互監督に務めている。さらに取締役に対する十分な監視機能を発揮
するため監査役3名中の2名を社外監査役とし、取締役会その他重要な会議への出席、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧等を通
じて取締役の職務執行を監査している。また、監査役中1名を独立役員とすることで、客観的、中立的立場からの監視機能をさらに強化している。

さらに、当社は2020年1月28日に取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会と取引モニタ
リング委員会を設置している。取締役の報酬等の決定方針、取締役が受ける個人別の報酬等の内容、及び関連当事者との一定の重要な取引に
ついては、各委員会において取締役会からの諮問に応じて審議を行い、取締役会に答申している。

これらにより、経営監視機能が十分に機能しているため、現状の体制としている。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 法定期日より3営業日以上前の発送をしている。

集中日を回避した株主総会の設定 第一集中日を外している。

招集通知（要約）の英文での提供 東証ホームページ、当社ホームページに英語版招集通知を掲載している。

その他 スライドを多用した事業報告、当社製品の展示・説明等を実施している。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

　当社が考えているIR活動の基本的考え方は、透明性の高いコミュニケーショ

ンの継続的な実践にある。機関投資家のみならず、証券アナリスト、多様化す

る個人投資家の皆様をはじめとする全てのステークホルダーの皆様が満足感

を持って的確な投資判断をしていただけるよう、良好なコミュニケーションを継

続していきたいと考えている。

　この考えに則り、当社は、経営内容、事業活動等を関係法令および東京証

券取引所の上場規定等に従って開示している。また、開示する企業情報の正
確性を常に確保し、適時、適切かつ公平な方法により情報発信を行っている。

当社IRホームページにてディスクロージャーポリシーを公表している。

日本語： http://www.nissan-

shatai.co.jp/IR/GOVERNANCE/POLICY/index.html

英語： http://www.nissan-

shatai.co.jp/EN/IR/GOVERNANCE/POLICY/index.html

IR資料のホームページ掲載

当社IRホームページに、ニュースリリース、トップメッセージ、中期経営計画、

会社概要、株価情報、 IRカレンダー、決算資料、計算書類、有価証券報告

書、コーポレートガバナンスの状況、株主総会関連情報、配当推移、定款、個

人投資家向け情報等のＩＲ情報を掲載するとともに、ＩＲライブラリーには過去

数年分の資料を掲載している。また、ホームページ上に RSSを設置し、利便性

を向上させている。

日本語： http://www.nissan-shatai.co.jp/IR/TOPPAGE/index.html

英語： http://www.nissan-shatai.co.jp/EN/IR/index.html

さらに、スマートフォン、タブレット端末に対応した専用のIRホームページにお

いても、ニュースリリース、決算資料等のＩＲ情報を掲載している。

日本語： https://www.nissan-shatai.co.jp/index.html

英語： https://www.nissan-shatai.co.jp/EN/index.html　

さらに、SNS（Facebook、Twitter）を活用した情報発信も実践している。

Facebook：https://www.facebook.com/NissanShataiJP

Twitter：https://twitter.com/Nissan_ShataiJP

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ担当部署：総務部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境・社会報告書をホームページに掲載。地域の小学生を中心に、社会科授業に対応し
た内容の工場見学の受け入れ、夏休み・祝日等を活用した親子工場見学の実施、各事業
所で地域の皆様を対象とした企業祭を開催。また、本社屋上を平塚市指定の津波避難場
所としている。



ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

社内外に対する経営の透明性を重視し、ステークホルダーに対する適時、適切な情報開
示に

努めている。

その他

当社はダイバーシティの考えのもと、女性の管理職登用を促進するために、キャリアプラン
に基づいた育成に取り組んでいる。現在は部長と課長職に女性が在籍し、活躍している。

また、女性の新卒採用比率を拡大するとともにキャリアを継続していけるよう就業環境の改
善を図っている。

これらの取り組みが評価され、2017年5月に、次世代育成支援対策推進法第13条に基づく
認定、通称「くるみん認定」を平塚市内の従業員300名以上の企業として初めて取得、2019
年12月には、2回目の認定を取得した。中期経営計画の重点課題の１つとして、今後もダイ
バーシティ活動を推進し、より働きやすい職場環境づくりに努めていく。

当社は、経済産業省と日本健康会議が共同で進める「健康経営優良法人認定制度」にお
いて、2019年と2020年の2年連続で「健康経営優良法人～ホワイト500～」に認定された。

当社は「全従業員が心身の健康の維持向上に努め、活き活きと働くことが出来る職場づく
り」の全社方針の下、産業医、

保健師、看護師、社内カウンセラー等の体制を整え、外部専門機関等とも連携し、組織的
な活動を行っている。

健康診断結果に基づく保健指導をはじめ、食事セミナーや運動イベントなどの生活習慣病
の予防、ストレスチェック結果に基づく高ストレス職場に対する職場環境改善活動や研修を
通じたメンタルヘルス対策等、データに基づく課題の見える化と、心身不調の未然防止活
動を継続して行ってきた。

これらの活動に対し毎年PDCAのサイクルを回すことにより、成果を検証し、活動を深化さ
せていく。

当社は、今後も、従業員すべてが、その能力を十分に発揮できる企業風土を醸成するた
め、健康保持増進活動に取り組み、モチベーション高く、活き活きと働くことができる職場環
境づくりに取り組んでいく。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において、次のとおり当社の内部統制システム（会社の業務の適正を確保するための

体制）を整備することを決議している。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、当社の取締役及び使用人が社会的良識を持って行動することの重要性を認識し、法令を遵守すること及び公正な業務運営の確保に向
けて、「日産車体行動規範～わたしたちの約束～」を制定し、社内研修等を通じて内容の周知・徹底を図るとともに、行動規範遵守に関する誓約書
を交わす。さらに、当社グループ会社においても、当社の行動規範の下に、それぞれの当社グループ会社で適用される個別の行動規範を策定
し、同様に周知・徹底を図る。

また、内部監査室は、当社及び当社グループ会社に対し、法令及び定款の遵守状況等の監査を行う。

コンプライアンス（法令等の遵守）上の問題については、当社及び当社グループ会社の使用人が直接かつ容易に意見・質問・要望及びコンプライ
アンス違反の疑いのある行為等について、社内外の窓口に情報提供できる内部通報制度を導入し、問題の早期発見と是正を行う。特に行動規範
に抵触すると思われる事項の報告を受けた場合は、直ちに当社の「コンプライアンス委員会」もしくは当社グループ会社の「コンプライアンス委員
会」において速やかに対策を審議し実行に移す。なお、「コンプライアンス委員会」の活動は、毎月執行役員会議に報告する。

反社会的勢力に対しては、会社として毅然とした態度で臨む。当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人は、万一何らかのアプローチを受
けた場合は、速やかに上司並びに関連部署に報告し、その指示に従う。取締役及び使用人は、業務遂行上、直接・間接を問わず、詐欺・恐喝等
の不正・犯罪行為に関わることなく良識ある行動をとる。また、そのおそれがある事態に遭遇した場合は、毅然とした態度で臨むと同時に、速やか
に上司並びに関連部署に報告し、その指示に従う。

さらに、当社及び当社グループ会社は、金融商品取引法及び関連する規則や基準に基づき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の仕
組みの強化に努める。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社及び当社グループ会社の株主総会議事録及び取締役会議事録や職務権限基準に基づいて意思決定された決裁書その他の決定書面につ
いては、当社及び当社グループ会社ごとに法令及び社内規程に従い保存し管理する。取締役及び監査役あるいは業務上の必要がある使用人
は、これらの書面を閲覧することができる。

また、当社及び当社グループ会社は「情報セキュリティ・ポリシー」を定め、当社及び当社グループ会社の情報の適切な保管・管理を徹底し、情報
の漏洩や不適切な利用を防止する。さらに、当社及び当社グループ会社ごとに「情報セキュリティ委員会」を設置し、全社的な情報セキュリティを
総合的に管理するとともに、情報セキュリティに関する意思決定を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制及び当社グループ会社は、事業の継続を阻害する事項や、ステークホルダーの安全・安心を脅
かすリスクをいち早く察知し、評価して必要な対策を検討・実行することにより、発生の未然防止に努めるとともに、万一発生した場合の被害の最
小化や再発防止に努める。

当社及び当社グループ会社のリスクマネジメントについては、当社取締役社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、具体的対策を
講じるとともに、その進捗を継続的に管理する。

リスク管理の推進にあたって、当社の主要なリスクである環境・品質・安全等については、「環境委員会」・「品質委員会」・「安全会議」等の専門委
員会や会議を定期的に開催し、併せて、規程・基準・マニュアル等を整備し、その教育等を通じて周知・徹底に取り組み、発生の未然防止、万一発
生した場合の被害の最小化及び再発防止に努める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

当社は、法令に基づく会社の機関として取締役会を設置し、会社の重要な業務執行の決定及び個々の取締役の職務の執行の監督を行う。また、
監査役会を構成する監査役は、取締役の職務の執行を監査する。

意思決定の迅速化・効率化を図るため、取締役会の構成をスリムなものとし、業務執行については執行役員制度をしいて、明確な形で執行役員
及び使用人に権限委譲する。

また、執行役員等によって構成される執行役員会議を原則週１回開催し、業務執行に伴う個別具体的な経営課題を協議する。

業務分掌を定めることにより各部の役割と責任を明確にするとともに、職務権限基準を策定して意思決定を行う権限を有する者と意思決定プロセ
スを明確にすることにより、業務執行の効率化を図る。また、当社グループ会社においても、明確で透明性の高い業務分掌及び職務権限基準を
策定する。常に迅速で効果的な意思決定が確保されるよう、それらの業務分掌及び職務権限基準は、当社及び当社グループ各社で定期的に必
要な見直しを行う。

また、当社は、中期経営計画及び年度事業計画の策定を通じ、経営方針と事業目的を具体化し、当社及び当社グループ会社と共有することによ
り、効率的かつ効果的な業務執行を行う。

5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、整合性のとれた効率的なグループ経営を行うため、親会社及び当社グループ会社との間で、それぞれ定期的に会議体を開催し、当社の
経営方針や情報の共有化を図る。また、当社の各機能部署は、当社グループ会社の対応する機能部署との連携を強化し、整合性のとれた効率
的なグループとしての業務運営を行う。

(2)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「１．取締役及び使用人の職務
の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」に記載する取組み等を行う。なお、当社の行動規範は、親会社の行動規範に準拠
し、コンプライアンスや情報セキュリティなどに関する理念の統一を図る。加えて、親会社に対して直接情報提供できる内部通報制度を設ける。

また、必要に応じて当社の取締役又は使用人が、当社グループ会社の取締役又は監査役を兼務し、業務執行並びに会計の状況等を定常的に監
視監督する。

さらに、当社の監査役は、連結経営の観点から、当社グループ全体の監査が実効的に行えるよう定期的に「関係会社監査役連絡会」を開催し、情
報及び意見の交換を行う。

(3)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、当社グループ会社の損失の危険を管理するため「３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載する取組み等を行う。

(4)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制



当社は、上記(1)ないし(3)に記載する複数のルートを通じて、当社グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項のうち重要な事項の報告を
求め、その把握に努める。

6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの
独立性に関する事項、及び当該使用人に対する当社の監査役の指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査役による監査の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に行うことができるよう、監査役の職務を補助すべき組織として監査役室を設置
し、管理職等の使用人を配置し、監査役の指揮命令の下にその職務を遂行する。また、当該使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該
使用人の任免、人事評価、異動及び懲戒処分等については、予め監査役会の同意を要するものとする。

7.当社の監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための
体制

(1)当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制

当社の取締役及び使用人は、当社及び当社グループ会社の経営に重大な影響を及ぼした事項、又はそのおそれのある事項、行動規範への重大
な違反行為、又はそのおそれがある行為、及びこれらに準じる事項を発見したときは、速やかに当社の監査役に報告する。当社の取締役及び使
用人は、当社の監査役から業務の執行状況について報告を求められた場合、迅速に対応する。

また、当社の監査役は、年度業務監査計画に基づき当社及び当社グループ会社の重要な意思決定及び業務執行状況を把握できるよう、取締役
会のほか、執行役員会議への代表監査役の参加を確保するとともに、監査役の定期的な業務ヒアリングの際に職務の遂行状況や検討課題の報
告を受ける。また、内部監査室は監査計画や監査結果を当社の監査役に定期的に報告する。

(2)子会社の取締役、監査役その他の役員等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

当社グループ会社の取締役、監査役その他の役員等及び使用人は、当社監査役に報告すべき事項が発生した場合、速やかに、当社の取締役及
び使用人に報告を行い、報告を受けた当社の取締役及び使用人は、当該事項について、当社の監査役に対して報告を行う。

また、当社グループ会社の取締役、監査役その他の役員等及び使用人は、当社の監査役から業務の執行状況その他について報告を求められた
場合、迅速に対応する。

(3)上記(1)ないし(2)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを禁止するものとし、当該報告をした者を保護するために必要な措置をとるとともに、そのような不
利な取扱いを行った者に対しては、懲戒処分を含めた厳正な対処を行うものとする。

8.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項

当社は、監査役からその職務の執行について費用の前払や債務の弁済等の請求を受けた場合、会社法に従い、当該請求に係る費用又は債務
が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するとともに、毎年度、必要と認めら
れる一定額の監査費用予算を設ける。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、当社の監査役のうち半数以上を社外監査役とし、定期的に開催する監査役会及び「監査役連絡会」において監査役相互の情報・意見交
換を通じて課題を共有するとともに、必要に応じて随時協議を行う。監査役と取締役社長は、定期的な会合を設け、経営状況や会社が対処すべき
課題、会社を取り巻くリスクなどについて幅広く情報・意見交換を行う。監査役は、監査法人から定期的に監査報告を受ける。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は反社会的勢力に対しては、会社として毅然とした態度で臨むことを基本としている。また、取締役及び使用人は、万一何らかのアプローチ

を受けた場合は、速やかに上司並びに関連部署に報告し、その指示に従う。取締役及び使用人は、業務遂行上、直接・間接を問わず、詐欺・恐

喝等の不正・犯罪行為、あるいはそのおそれがある事態に遭遇した場合は、毅然とした態度で臨むと同時に、速やかに上司並びに関連部署に報

告し、その指示に従う。

2.反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、「日産車体行動規範～わたしたちの約束～」において、上記基本的な考え方に則った行動をとることを定めている。その他整備状況につ

いては下記のとおり。

(1)対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況

当社は反社会的勢力への対応統括部署を定めると共に不当要求防止責任者を設置しており、当社に対する反社会的勢力からの不当要求がなさ

れた際には直ちにその情報が伝達される体制を整えている。

(2)外部の専門機関との連携状況

当社は平素より警察や加入する反社会的勢力からの企業防衛を目的とした外部団体との連携を図り、万一の際には直ちに相談・指導を受けるこ

ととしている。

(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

当社は警察との連携及び加入する外部団体での活動を通じて反社会的勢力の最新の動向・対応等の情報収集を行い、社内への注意喚起等に

活用している。

(4)対応マニュアルの整備状況

当社は不当要求に対する対応マニュアルを整備しており、万一の際はその対応マニュアルに基づき行動する。

(5)研修活動の実施状況

当社は、全従業員に対し反社会的勢力への対応を含めたコンプライアンスに関する教育を実施し、遵守する旨の誓約書を取得している。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



業務執行

株主総会

当社における会社の機関・内部統制等の状況
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【適時開示体制概要】
当社の会社情報は、情報取扱責任部署である総務部に伝達され、適時開示の要否を
判断し、開示が必要な場合には、ＴＤｎｅｔを通じて東京証券取引所に適時開示を行うと
ともに、当社ホームページ等でも情報を開示している。
①決定事実に関する情報
当社の業務執行を決定する機関である「取締役会」及び「執行役員会議」の
決定事実は、総務部に伝達される。

②発生事実に関する情報
社内各部署より総務部に伝達される。

③決算に関する情報
経理部より総務部に伝達される。

東京証券取引所 当社ホームページ

総務部

＜決定事実＞ ＜決定事実＞ ＜発生事実＞ ＜決算情報＞

取締役会 執行役員会議 経理部

社内各部署


